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日本国憲法は、過去の悲惨な戦争と専制政治を反省し、人々の平和と民主主義の

渇望の中から生まれ、国民主権主義、人権尊重主義、平和主義を基本原理とし、権

力保持者の窓意によることなく、法に従って権力が行使されるべきであるという立

憲主義を規定しています。

現在､参議院平和安全法制特別委員会において審議されていますが、これまで憲
法上集団的自衛権の行使は許されないとしてきた歴代の政府見解を一内閣に於い

て変更することは、立憲主義に反するものと言わざるを得ません。目黒区民からも

「安全保障関連2法案」が「戦争法案」との不安の声が数多く寄せられています。

今年は、1985年に目黒区平和都市宣言を制定して30年の節目を迎えます。

平和都市宣言は「永遠の平和を築くよう努力する。平和憲法を擁護する」ことを誓

いました。地方自治法第1条の2では、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図る

ことを基本」とすることとしています。福祉の増進は平和で安全な社会であってこ

そ実現されます。

私たちは、思想・信条・政治的な立場の違いを超え、地域から「集団的自衛権α

行使容認は認められない」「戦争する国にさせない」ようにと、一致点での共同を

呼びかけて区内の研休・個人が集まり昨年5月14日に「めぐるの会｜を発足さ週
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動をこの間も進めております。平和安全法制整備法案に含まれる事態対処法第8条
には、攻撃事態等において目黒区や区民が協力に努める規定かあります｡つきまし

ては、地方自治法第99条に基づき政府機関に意見書を提出することを求めます。
区民から信託を受けている議員の見識と良心に従いご判断いただき、地域の声を

国に伝えるためにも、本陳情の趣旨をご理解いただき、ご尽力をいただきたいと考

えます。

【陳情事項】

目黒区議会として集団的自衛権の行使を容認した「安全保障関連2法案（国際平

和支援法案、平和安全法制整備法案)」の廃案を求める意見を、衆議院議長、参議

院議長､内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、安全保障法制担当大臣、内閣官房長

官にあげて頂くこと。
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